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1. 事業の目的と概要
1.1. 事業の目的

首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害の発生に備え、発災後可能な限
り迅速に石油供給機能を回復させ、被災地域等へガソリン等の石油製品を供給しうる体制
を平時から構築するため、石油供給インフラのレジリエンス向上に必要な投資や災害時の
緊急石油供給に必要な訓練を官民一体で定期的に実施することが重要である。

このため、石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく災害時石油供給連携計画を政府と
ともに実行する責務や平成 27 年 4 月 1 日から災害対策基本法上の指定公共機関の責務を担
う石油精製・元売会社※（以下「石油会社」という。）は、平成 25 年度に、製油所から系列
サービスステーション等の末端供給までを包含する、巨大地震を念頭においた自社系列全
体の事業継続計画（以下「系列 BCP」という。）を策定した。その後、毎年度、石油会社が
策定した系列 BCP の格付け審査を通じ、石油業界の災害対応能力の向上を図ってきた。引
き続き、災害時の緊急石油供給の対応能力を強化し、その実効性を担保するためには、系列
BCP の不断の見直しを継続することが必要である。

本事業では、石油精製・元売各社が策定した系列 BCP について、実効性を高めるための
取組状況を確認するとともに、地域的な地震・津波等への対応も念頭に置いた格付け審査を
行うことで、石油業界の災害対応能力の更なる向上を図ることを目的とする。

※ ENEOS 株式会社、出光興産株式会社、コスモ石油株式会社、富士石油株式会社及び
太陽石油株式会社の計 5 社。

1.2. 事業の概要

① 系列 BCP の格付け審査の評価項目※及び評価基準の見直し
系列 BCP の格付け審査の評価項目及び評価基準が地域的な地震・津波等への対応も念頭

に置いたものになるよう、これまでの取組等も踏まえて見直しを行い、石油精製・元売会社
に説明を行うこと。

その際、有識者で構成される委員会（回数：２～３回程度、委員：４名程度）を設置し、
当該委員の助言を踏まえたものとする。

なお、委員は提案書において提案することとし、資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製
備蓄課担当者（以下「担当者」という。）と協議の上、決定する。

※ 評価項目の詳細は、以下ＵＲＬを参照のこと。
総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会石油・天然ガス小委員会（第４回）配付資料

（資料３-４）https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/pdf/006_03_04.pdf
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② 系列 BCP の格付け審査
企業の BCP 等に関する有識者で構成される委員会（回数：2～3 回程度）の委員の助言を

踏まえ、各社の系列 BCP について、実効性が確保されたものになっているか、必要に応じ
各社のヒアリングを行いつつ、格付け審査を行う。

また、委員会において各社のヒアリングを行うこととなり、上記回数の範囲内で実施する
ことが難しいと判断される場合は、担当者と協議の上、開催回数を決定する。なお、系列
BCP については、担当者より受託者に提示する。

③ 系列 BCP の格付け審査の実施及び審査結果のフィードバック
石油会社に対して、➁の格付け審査結果のフィードバックを行う。

④ 調査報告書の取りまとめ
上記①～③の調査結果を調査報告書として取りまとめる。
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2. 系列 BCP の格付け審査の実施概要の設計
2.1. 令和元年度までの系列 BCP 格付け審査の取組と石油精製・元売各社の達成状況

系列 BCP 格付け審査では、首都直下地震や南海トラフ大地震等の激甚災害時においても、
「早期に平常時の 1/2 程度の入出荷機能を確保」するために発災後にも迅速に回復すべき 6 
つの機能と 18 の個別項目について、各社の取組の充足状況を継続的に評価してきた。なお、
令和元年度事業では石油精製・元売各社に対面審査を実施して系列 BCP の取組状況の確認
を行った。当事業における評価の前提となる過去 7 回（平成 25 年度～令和元年度）の評価
での達成状況結果は以下の通りであった。

【令和元年度までの達成状況】
供給回復目標を 1 日と設定し、各項目において石油連盟の BCP ガイドラインに沿った文

章の整備と訓練を実施する、タイムラインが浸透しているなど、全社において全ての項目で
「優」に相当するレベルの取組が実施されている。

図 1：災害時の緊急石油供給の枠組みにおける石油精製・元売各社の達成状況

【系列 BCP 格付け審査の評価基準】
系列 BCP の評価項目（全 18 項目）に対する石油精製・元売会社の取組の充足状況を「優」、

「良」、「可」、「不可」の 4 段階で評価している。また、各個別項目の評価結果に基づき、
「S」、「A+」、「A」、「B+」、「B」、「C」の 6 段階で総合評価を実施している。各個別項目の
評価基準、および総合評価の評価基準は次の通り定義している。
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社の BCP ガイドライン」への対応状況を確認することを目的として実施するものであ
り、系列 BCP の評価項目（全 18 項目）に対する石油精製・元売会社の取組の充足状
況を「優」、「良」、「可」、「不可」の 4 段階で評価するのみとし、各個別項目の評価結
果に基づく「S」、「A+」、「A」、「B+」、「B」、「C」の 6 段階での総合評価は実施しない
こととする。

2.2.3. 系列 BCP 格付け審査スケジュール
今年度の系列 BCP 格付け審査スケジュールは以下の通りである。

図 2：系列 BCP 格付け審査の実施スケジュール
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3. 系列 BCP 格付け審査の実施

今年度の系列 BCP 格付け審査の実施の流れは以下の通り。

① 評価項目及び評価基準等の見直し
令和元年度の系列 BCP 格付け審査結果や COVID-19 の流行による環境変化、また令和

元年１０月に石油連盟が「地域的な地震・津波等に対する石油会社の BCP ガイドライン」
を策定したことを踏まえ、評価基準の改定を実施した。また、BCP の現場での実践状況を
確認するため、ウォークスルー調査を取り入れることを検討した。

② 石油精製・元売各社への説明会の実施
今年度の系列 BCP 格付け審査に関する石油精製・元売各社向けの説明会を実施し、今年

度の格付け審査の実施方法の周知を行った。

③ 文書審査
今年度の評価項目等を示した統一フォームを各社へ配布し、記入後、系列 BCP と共に提

出いただいた。評価基準に従って、文書審査を実施した。

④ 審査結果のフィードバック
系列 BCP 格付け審査結果のフィードバックを各社につき 1 回、約 30 分程度対面にて実

施した。

3.1. 評価項目及び評価基準等の見直し
3.1.1. 評価項目の見直し及び試行審査項目の追加

今年度の評価項目は、以下の観点で見直しを行った。
① COVID-19 流行に伴い在宅勤務が増加していること等の環境変化を踏まえ、対策本部の

参集や機能への影響を問う
② 試行審査として、石油連盟の「地域的な地震・津波等に対する石油会社の BCP ガイド

ライン」を取り入れるため、昨年度事業にて作成した評価項目案を再検討する

「供給回復目標の達成に必要な機能の確認」の B-1（本社機能の確保）B-2（安否情報の
収集）において、以下の観点で新規項目を追加した。

 要員が本社に参集できない状況であっても、リモート等によって意思決定等の本部
機能に影響が出ないよう体制を組んでいるか。

 在宅勤務・スプリットチーム制等を実施している場合でも、各機能で最低限必要な要
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3.3. 文書審査
3.3.1. 文書審査の結果（全体像）

各社が記入した統一フォーム及び系列 BCP の内容を踏まえ、系列 BCP 格付け審査委員
で構成される系列 BCP 格付け審査委員会において評価委員会を開催し、系列 BCP 格付け
審査委員の合議にて系列 BCP 格付け審査結果を決定した。石油精製・元売会社（5 社）の
系列 BCP 格付け審査の平均点の推移は以下の通り。

図3：系列BCP格付け評価の実施結果（各社の平均点※の推移）
※優：3、良：2、可：1、不可：0とした場合の格差の平均点。対象外は非カウント。

今年度の評価結果は、再度全社が「S」評価を獲得し、石油連盟が 2013 年 12 月に策定し
た「巨大地震等に対する石油会社の BCP ガイドライン」で求める水準を概ね達成するとと
もに、各社において供給回復目標の達成に向けたタイムラインが定着しつつあることを確認
することができた。

各社においては、COVID-19 の流行を踏まえ、リモートによる対策本部運営を検証する訓
練を行う等、環境変化を踏まえた新しい取り組みを実施していた。リモートツールへの習熟
不足等の課題は見つかりながらも、感染症蔓延下における複合災害等を見据え、対策本部の
機能確保に向けた検討が進められていることが確認できた。
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3.3.3. 個別評価の評価結果の分布
個別項目の評価結果の分布は以下の通り。記載の数字は社数である。

表 6：個別項目の評価結果の分布

不可 可 良 優 対象外

A-1 供給回復目標 5

B-1 本社機能確保 5

B-2 安否情報の収集 5

B-3 受注・配車業務の維持 5

B-4 タンクローリーの確保 4 1

B-5 ドラム缶輸送の確保 4 1

B-6 ＳＳの営業状況の情報収集 4 1

B-7 ＳＳの営業の応援支援 4 1

B-8 ＳＳの復旧支援 4 1

B-9 対象とする基地の被害情報、在庫情報の情報収集 5

B-10 対象とする基地の周辺インフラ（道路、港湾）の情報収集 5

B-11 被災した対象とする基地の支援 5

B-12 装置や設備の安全確認を行い、被害情報、在庫情報を収集
し、本社等へ報告

5

B-13 対象とする基地の周辺インフラ（道路、港湾）の情報収集 5

B-14 対象とする基地の早期復旧 5

C-1 増産計画の策定 4 1

C-2 石油製品の手配及び輸送 5

C-3 他社又は海外からの石油製品の調達 5
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3.3.4. 試行審査の個別評価概要と評価結果の分布
各社における、石油連盟の「地域的な地震・津波等に対する石油会社の BCP ガイドライ

ン」への対応状況を確認することを目的として、当該ガイドラインを考慮した新たな評価項
目を設定し、試行的な審査を実施した。試行審査においては、多くの会社で、これまでの様々
な災害における経験等を踏まえ、ノウハウ等は蓄積されているものの、現時点では、これら
を十分に BCP 上で明文化できていない状況であることが確認された。

表 7：試行審査における個別項目の評価結果の分布

不可 可 良 優 対象外

A-1 供給回復目標 4 1

B-1 本社機能確保 3 2

B-2 安否情報の収集 3 2

B-3 受注・配車業務の維持 3 2

B-4 タンクローリーの確保 4 1

B-5 ドラム缶輸送の確保 4 1

B-6 ＳＳの営業状況の情報収集 3 1 1

B-7 ＳＳの営業の応援支援 3 1 1

B-8 ＳＳの復旧支援 3 1 1

B-9 対象とする基地の被害情報、在庫情報の情報収集 3 2

B-10 対象とする基地の周辺インフラ（道路、港湾）の情報収集 3 2

B-11 被災した対象とする基地の支援 1 1 1 2

B-12 装置や設備の安全確認を行い、被害情報、在庫情報を収集
し、本社等へ報告

3 2

B-13 対象とする基地の周辺インフラ（道路、港湾）の情報収集 3 2

B-14 対象とする基地の早期復旧 3 1 1

C-1 増産計画の策定 4 1

C-2 石油製品の手配及び輸送 5

C-3 他社又は海外からの石油製品の調達 5
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4. 石油業界全体としての取組の方向性に関する提言

【地域的な地震への対応について】
今回試行審査として実施した、石油連盟の「地域的な地震・津波等に対する石油会社の BCP

ガイドライン」への対応は、全国的な対応体制を整備するものである。これは、既に取り組
んでいる油槽所等のハード対策と一体となって推進することにより、石油業界の災害対応
能力を一層向上させるものであると考える。

このため、次年度以降は、当該ガイドラインを考慮した評価に軸足を移し、各社の取り組
みを促進する必要がある。具体的には、各地域で想定される地震ハザードを整理し、耐震対
策等のハード対策とバックアップ等のソフト対策を組み合わせて、平時と同程度の出荷能
力を維持するために必要な体制を整備する必要がある。

【首都直下地震・南海トラフ地震への継続的な対応について】
今年度の系列 BCP 格付け評価では、昨年度に引き続き、全ての石油精製・元売会社にお

いて評価が「S」となり、石油連盟が 2013 年 12 月に策定した BCP ガイドラインで求めて
いる水準については概ね達成できていると考えられる。一方で、製油所等の現場レベルまで
BCP が浸透し、高い実効性が確立されているかについては、改めて現場での現地調査を行
い、脆弱性の有無等の確認をすることが望ましい。

特に南海トラフ地震においては、津波警報が長時間出される可能性があり、沿岸部にある
製油所等の施設が仮に無事であったとしても、避難が必要であり迅速な出荷活動に着手で
きなかったり、製油所等の外の道路や航路の啓開が終了しなければ実際の出荷や応援・復旧
活動が遅延する恐れがある等、様々な事象が想定される。特に製油所外の道路や航路の啓開
に関しては、地元自治体との連携が不可欠となる。また、気象庁から「南海トラフ地震に関
連する情報」が発出された場合や、南海トラフ震源域の西側または東側のみで地震が起こる
「半割れ」ケースが起こった場合等、これまで格付け評価で対象としていなかった事象への
対応についても、今後検討していく必要がある。各社内での BCP 構築が高いレベルに達し
たことを踏まえ、今後も継続的な取り組みを推奨し、BCP の実効性を一層高めていくこと
が重要である。

【その他】
系列 BCP 格付け評価では、これまで首都直下地震・南海トラフ地震を対象とし、今年度

からは試行として地域的な地震・津波を対象に加え、実施してきた。石油の安定供給に対し、
地震・津波が大きなハザードであることは疑いようがないが、一方で全国の製油所・油槽所
においては、それぞれの地域特性によって、風水害等のハザードを抱えている場合も想定さ
れる。これまで取り組んできた地震の BCP を活かしながら、オールハザードに対応できる
柔軟な仕組みづくりを推進することも必要と考える。
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以上
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別添 1：令和 2 年度統一フォーム



【フォーム1】達成状況の確認と前回審査からの改善点

○各評価項目の達成状況の確認と前回審査からの改善点

文書名、項目等 ページ番号

A-1

目標設定が求められ
ているレベルと整合し
ているかの確認

供給回復目標

ア

首都直下地震や南海トラフ巨大地震発災時の被災製油所
における入出荷機能の確保に要する日数について、「目標の
日数」が明確になっている。
・平常時の１／２程度の入出荷機能を目標とする

イ 上記「目標の日数」の達成に向けたボトルネックを認識してい
る。

ウ 上記ボトルネックに対する具体的な対策が立案されている。

エ 上記ボトルネックに対する具体的な対策実施計画が策定され
ている。

オ 経営層が上記計画を承認し、全社的な取り組みとなる土壌
が整えられている。

カ

地域的な地震・津波等発災時の被災地における入出荷機
能の確保に要する日数について、「目標の日数」が明確に
なっている。
・平常時と同程度の入出荷機能を目標とする

キ 上記「目標の日数」の達成に向けたボトルネックを認識してい
る。

ク 上記ボトルネックに対する具体的な対策が立案されている。

ケ 上記ボトルネックに対する具体的な対策実施計画が策定され
ている。

コ 経営層が上記計画を承認し、全社的な取り組みとなる土壌
が整えられている。

ー

評価項目

試行審査

次年度以降
カ～コに統合

可

項番 達成
状況

系列ＢＣＰの記載箇所
評価基準 備考

項目

取り組みの全体状況
（COVID‒19の流行等への対応も含む）

達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

総括 現状の課題
（COVID‒19の流行等への対応も
含む）

人的側面

物的側面

その他

上記の課題を踏まえた今後の対応方針



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

サ
首都直下地震や南海トラフ巨大地震発災時の被災製油所
における入出荷機能の確保に要する日数について、「現状の
日数」を把握できている。

シ 上記「目標の日数」をある程度高い水準（３日以内）で設
定している。

ス 上記達成に向けたロードマップを具体的に策定している。

セ
地域的な地震・津波等発災時の被災地における入出荷機
能の確保に要する日数について、「現状の日数」を把握でき
ている。

ソ 上記「目標の日数」をある程度高い水準（３日以内）で設
定している。

タ 上記達成に向けたロードマップを具体的に策定している。

B-1

供給回復目標の達
成に必要な機能の
確認

本社機能の確保

ア

本社において重要業務を継続するための環境（災害時の指
揮命令体制、人員（非常呼集スキーム、代替要員の指
名）、食料、水、本社社屋で業務を継続できるだけの耐震
性、非常要発電機の確保）を整備している。

イ 本社社屋が使用不可能となることを想定し、第２本社を設
定している。

ウ 第２本社での業務継続の実効性の向上に向けた、具体的
な対応方針の策定を行っている。

エ 上記に向けた、課題の抽出を行っている。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

カ 第２本社の立ち上げを想定した訓練を実施し、課題の抽出
を行っている。

キ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

試行審査

次年度以降
セ～タに統合

可

良

良

本社機能の確保



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

B-2 可 ア 従業員の安否確認に関するルールが整備されている。

イ 従業員の安否確認を効率的に実施するための手段（安否
確認システム等）が整備されている。

ウ 従業員の安否確認を効率的に実施するための手段（安否
確認システム等）の実効性の確認を行っている。

エ 従業員の安否確認を効率的に実施するための手段（安否
確認システム等）の登録情報の最新化を行っている。

オ 安否確認システムが利用出来ない場合を想定し、安否確認
の方法を複数手段検討している。

カ 上記対応について訓練を実施し、課題の抽出を行っている。

キ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-3

受注・配車機能の確
保

可 ア

受注システムや配車システム（ICT）を確保して受注や配車
を管理し、運送会社に対して指示を出すための方針（人員
の確保、データセンターの耐震性の確保、食料、水、電力の
確保、通信手段の確保等）を策定している。

イ
情報システムが停止することを想定し、情報システムの二重化
対策（バックアップセンターの設置等）の対策を実施してい
る。

ウ

平常時の受注・配車業務の実施拠点の機能が停止すること
を想定し、業務オペレーションの二重化対策（代替拠点の確
保、代替要員の確保、必要なデータの準備等）を実施して
いる。

エ 上記対応に関する訓練を実施し、課題の抽出を行っている。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

安否情報の収集

次年度以降は
油槽所等も含む

次年度以降は
油槽所等も含む

良

良

受注・配車業務の維持



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

B-4 ア
想定被災圏外からのタンクローリーの確保に関する方針（タン
クローリーの応援要請先の決定等）を策定している。なお、タ
ンクローリーとは車両およびドライバーの双方を考慮する。

次年度以降
イ～ウに移行

イ

想定被災圏外からのタンクローリーの確保（応援投入）に
関する方針（タンクローリーの応援要請先の決定等）を策定
している。なお、タンクローリーとは車両およびドライバーの双方
を考慮する。

ウ

想定被災圏外からのタンクローリーの確保（遠距離配送）
に関する方針（タンクローリーの応援要請先の決定等）を策
定している。なお、タンクローリーとは車両およびドライバーの双
方を考慮する。

エ
タンクローリーの確保に向けた、運送会社も含めた対応手順
（体制の整備、被災運送会社への業務再開サポート等）
の具体的な内容を策定している。

オ 業者との災害時の応援に関する備え（BCPの取り組み状況
の確認）を行っている。

カ 業者との災害時の応援に関する備え（合同訓練）を実施
し、課題の抽出を行っている。

キ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-5 可 ア 被災時におけるドラム缶の調達方針（ドラム缶の調達先や輸
送事業者候補の事前検討）を策定している。

イ

ドラム缶輸送の確保（ドラム缶の確保、輸送手段の確保）
に向けた協力会社も含めた対応手順（体制の整備、および
被災運送会社への業務再開サポート等）の具体的な内容
を策定している。

ウ 業者との災害時の応援に関する備え（BCPの取り組み状況
の確認）を行っている。

エ 業者との災害時の応援に関する備え（合同訓練）を実施
し、課題の抽出を行っている。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-6
SS管理、支援機能
の確保 可 ア

SSの被害状況、石油製品の在庫情報の収集に関する方針
（必要な営業情報を迅速に収集するための優先順位等）
が策定されている。

イ
SSの被害状況、石油製品の在庫情報の収集に必要な被災
時でも利用可能な通信手段（衛星電話、MCA無線等）
の整備を行っている。

ウ SSや協力会社を含めた訓練を実施し、課題の抽出を行って
いる。

エ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

試行審査

次年度以降は
油槽所等も含む

次年度以降は
油槽所等も含む

良

良

タンクローリーの確保

ドラム缶輸送の確保

SSの営業状況の情報収集

可

良



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

B-7 可 ア
被災地域で営業を継続するSSに対する、本社または被災し
ていないSS等からの応援部隊の派遣に関する方針が策定さ
れている。

イ

東日本大震災等の過去の経験に基づいた、応援部隊の派
遣に関する具体的な計画（要員の相当数の確保等）が策
定されている。もしくは、ただちに社内から応援部隊を召集す
る仕組み(応援要員の事前指名等)が整っている。

ウ SSや協力会社を含めた訓練を実施し、課題の抽出を行って
いる。

エ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-8 可 ア
損壊した設備の復旧のための応援部隊を本社または被災し
ていないSS等から派遣することに関する方針が策定されてい
る。

イ
SSの設備の早期復旧に向けた協力会社も含めた具体的な
対応手順（体制の整備、被災運送会社への業務再開サ
ポート等）の具体的な内容を策定している。

ウ SSや協力会社を含めた訓練を実施し、課題の抽出を行って
いる。

エ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-9

対象とする基地の入
出荷機能の確保

対象とする基地の被害情報、
在庫情報の情報収集

ア

製油所から被災時に収集すべき情報の種類を明確にし、製
油所から被害情報、在庫情報を収集するために必要な被災
時でも利用可能な通信手段を必要な部署・人員に配備して
いる。

次年度以降
イに移行

イ

対象とする基地から被災時に収集すべき情報の種類を明確
にし、対象とする基地から被害情報、在庫情報を収集するた
めに必要な被災時でも利用可能な通信手段を必要な部署・
人員に配備している。

試行審査

ウ 衛星電話やMCA無線、携帯電話の「災害時優先電話化」
など、被災時に利用可能な通信手段を複数準備している。

エ
被災時に利用可能な通信手段を用いた製油所の被害情
報、在庫情報の収集訓練を実施し、課題の抽出を行ってい
る。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

カ
被災時に利用可能な通信手段を用いた対象とする基地の被
害情報、在庫情報の収集訓練を実施し、課題の抽出を行っ
ている。

キ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

試行審査

次年度以降
カ～キに移行

本
社
側

SSの復旧支援

良

SSの営業の応援支援

良

可

良



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

B-10
対象とする基地の周辺インフラ
（道路、港湾）の情報収集 ア

製油所から被災時に収集すべき情報の種類を明確にし、周
辺インフラの情報を収集するために必要な被災時でも利用可
能な通信手段を必要な部署・人員に配備している。

次年度以降
イに移行

イ
対象とする基地から被災時に収集すべき情報の種類を明確
にし、周辺インフラの情報を収集するために必要な被災時でも
利用可能な通信手段を必要な部署・人員に配備している。

試行審査

ウ 衛星電話やMCA無線、携帯電話の「災害時優先電話化」
など、被災時に利用可能な通信手段を複数準備している。

次年度以降は
油槽所等も含む

エ 被災時に利用可能な通信手段を用いた製油所の周辺インフ
ラの情報収集訓練を実施し、課題の抽出を行っている。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

サ
被災時に利用可能な通信手段を用いた対象とする基地の周
辺インフラの情報収集訓練を実施し、課題の抽出を行ってい
る。

シ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-11
被災した対象とする基地の支
援 ア

被災した製油所における入出荷業務、復旧業務、二次被害
防止業務の応援部隊を、本社または被災していない製油所
等から派遣できる体制が整っている。

次年度以降
イに移行

イ
被災した対象とする基地における入出荷業務、復旧業務、
二次被害防止業務の応援部隊を、本社または被災していな
い対象とする基地等から派遣できる体制が整っている。

試行審査

ウ

首都直下地震や南海トラフ巨大地震発生時のような甚大な
被害が発生した場合においても、被災した製油所を支援する
ためのリソースを確保するための具体的なプランを策定してい
る。

エ 上記対応の訓練を実施し、課題の抽出を行っている。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

カ

想定する災害（首都直下地震、南海トラフ巨大地震や地
域的な地震等）が発生した場合においても、被災した対象
とする基地を支援するためのリソースを確保するための具体的
なプランを策定している。

キ 上記対応の訓練を実施し、課題の抽出を行っている。

ク 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

試行審査

次年度以降
カ～キに移行

可

良

試行審査

次年度以降
カ～クに移行

可

良



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

B-12
装置や設備の安全確認を行
い、被害情報、在庫情報を収
集し、本社等へ報告

ア
被災時に収集すべき情報の種類を明確にし、本社に製油所
の被害情報、在庫情報を報告するために必要な被災時でも
利用可能な通信手段を必要な部署・人員に配備している。

次年度以降
イに移行

イ

被災時に収集すべき情報の種類を明確にし、本社に対象と
する基地の被害情報、在庫情報を報告するために必要な被
災時でも利用可能な通信手段を必要な部署・人員に配備し
ている。

試行審査

ウ 衛星電話やMCA無線、携帯電話の「災害時優先電話化」
など、被災時に利用可能な通信手段を複数準備している。

エ
被災時に利用可能な通信手段を用いた、被害情報、在庫
情報の収集、本社への報告訓練を実施し、課題の抽出を
行っている。

オ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-13
対象とする基地の周辺インフラ
（道路、港湾）の情報収集 可 ア

被災時に収集すべき情報の種類を明確にし、本社に周辺イ
ンフラの情報を報告するために必要な被災時でも利用可能な
通信手段を必要な部署・人員に配備している。

イ 衛星電話やMCA無線、携帯電話の「災害時優先電話化」
など、被災時に利用可能な通信手段を複数準備している。

ウ
被災時に利用可能な通信手段を用いた、周辺インフラの情
報収集、本社への報告訓練を実施し、課題の抽出を行って
いる。

エ 上記訓練を踏まえ、対策の強化を行っている。

B-14
対象とする基地の早期復旧

ア 復旧計画を立案し、本社に対して必要な人員、資機材、そ
の他の支援物資を要請するための方針を策定している。

次年度以降は
油槽所等も含む

イ
首都直下地震や南海トラフ巨大地震発生時においても、製
油所の建物の倒壊や設備・人員が甚大の被害を受けないよ
うにするための減災対策の方針・計画を策定している。

次年度以降
ウに移行

ウ

想定する災害（首都直下地震、南海トラフ巨大地震や地
域的な地震等）発生時においても、対象とする基地の建物
の倒壊や設備・人員が甚大の被害を受けないようにするため
の減災対策の方針・計画を策定している。

試行審査

エ 早期の復旧に必要な資機材（調達に長期間要する資機材
等）を用意するための計画を策定している。

次年度以降は
油槽所等も含む

オ 被災製油所の早期復旧に向けた訓練を実施し、課題の抽
出を行っている。

カ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

キ 被災した対象とする基地の早期復旧に向けた訓練を実施
し、課題の抽出を行っている。

ク 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

基
地
側

良

可

良

試行審査

次年度以降は
油槽所等も含む

次年度以降
キ～クに移行

可

良 次年度以降は
油槽所等も含む



文書名、項目等 ページ番号
評価項目項番 達成

状況
系列ＢＣＰの記載箇所

評価基準 備考

項目 達成状況
前回審査からの改善点や特に優れた取組み

※訓練の実施に関してはフォーム２へご記入ください

ケ 系統電源供給が停止した際、非常用発電機を活用すること
等により、出荷能力が維持できるよう訓練を実施している。

C-1

供給回復後に供給
能力の維持に必要
な機能の確認

バックアップ機能

ア

被災時において、被災していない製油所における増産計画を
策定し、被災していない製油所に対して指示を行うプロセスを
被災時の需要、供給量を想定しつつ具体的な計画として明
確化している。

イ 上記対応を実施する環境（マクロ需給試算のシステム、要
員の確保、通信手段等）を整備している。

ウ 上記対応を実施するための具体的な準備やシミュレーション
訓練等を実施し、課題の抽出を行っている。

エ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

C-2 ア 外航船の緊急手配に関する方針（船会社候補の決定等）
を策定している。

次年度以降
イに移行

イ
災害時に必要となる石油製品の手配及び輸送（輸入・転
送）に関する方針（船会社候補の決定、鉄道会社との調
整等）を策定している。

試行審査

ウ
首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの幾つかの脅威に
おいて、外航船の手配に関する具体的な準備・シミュレーショ
ン等を実施し、課題の抽出を行っている。

エ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

オ

首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの幾つかの脅威に
おいて、石油製品の輸送手段（輸入・転送）に関する具体
的な準備・シミュレーション等を行い、課題の抽出を行ってい
る。

カ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

C-3 可 ア 他社又は海外企業からの石油製品の調達についての方針
（どこの企業と調整するのか）を策定している。

イ
首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの幾つかの脅威に
おいて、他社または海外からの石油製品の調達に関する具体
的な準備・シミュレーション等を行い、課題を抽出している。

ウ 上記課題を踏まえ、対策の強化を行っている。

次年度以降
オ～カに移行

他社又は海外からの石油製品の調
達

石油製品の手配及び輸送

増産計画の策定

良

可

良

可

良

試行審査

次年度以降は
油槽所等も含む

次年度以降は
油槽所等も含む



【フォーム2】拠点毎の被害・課題・訓練取り組み状況全体像

耐震状況
（〇の場合は対策の概要、
×の場合は理由及び今後の

取り組み予定）

津波対策
（〇の場合は対策の概要、
×の場合は理由及び今後の

取り組み予定）

非常用発電機
（○の場合は使用可能範囲
と本体の連続稼働時間、×の
場合は理由及び今後の取り

組み予定）

バックアップ施設
（左記が×の場合記入）

実施日 評価項目
該当番号 訓練想定・訓練概要

参加者
（社内：部署、
社外組織名）

抽出した課題とそれへの対応

復旧目標を維持・向上させるために
今後取り組まなければならない課題
（ハード対策等も含めた拠点全体の課題を記載）

設備状況 実施した訓練の概要

拠点名 住所

拠点にて
想定される地震

(首都直下・南海トラフ以外の地
域においては、その地震を想定した
理由 ※地域の特殊性・配慮が必
要な点があれば記載ください)

拠点での
想定震度

拠点での
津波想定
（ある場合は浸
水深）

平時の出荷量
（4油種・kl）


